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■人権・行政・心配ごと相談
　３日（木）、１７日（木）
　場　所　中央公民館
　時　間　午前９時３０分～午前１１時３０分
　※　電話での相談も受け付けます。
■無料法律相談（事前に予約が必要）
　１７日（木）
　場　所　中央公民館
　時　間　午後１時～午後４時
■問い合わせ先
　住民福祉課�（４８）１１１１（内３０６）
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７月３日（木）
場　所　中央公民館
時　間　午後１時３０分～午後４時３０分
　NPO法人知多地域成年後見センター
では、成年後見制度巡回相談（事前に
予約が必要）を毎月行っています。
■問い合わせ先
　半田後見事務所（半田市福祉文化
会館内）　�（２１）０８１１
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シリーズ　消費生活相談�4８ 　「情報サイトなどの不当請求｣に関する相談
◇事例（未成年　男性）
　携帯電話に「無料期間内に退会できていないサイトがあり、利用料の滞納金が
発生している」とメールが来たので、驚いて連絡先に電話をかけた。退会の交渉
を行い、相手方の指示に従って現金１５万５千円を支払った。後日、サイト運営会
社から「他に２つの未退会サイトがあり、滞納金は２５万円だ」と電話があった。
支払わなければならないのか。
　既に支払ったお金の回収は、非常に困難だと伝えました。今後も相手方の請求
に応じ続けると、さらに不当請求を受けたり、個人情報を渡したりする恐れがあ
るので、一切の接触を断つように助言しました。
・身に覚えのない不審な勧誘・迷惑メールなどには返信せず、無視しましょう。
（連絡すると不当な請求を受けることがあります。）
・名前や電話番号、勤め先、保険証の内容といった個人情報を不審な業者に教え
てはいけません。
◎　消費生活相談（無料）を行います。ご利用ください。
■日　時　７月９日（水）（毎月第２水曜日）午前１０時～正午、午後１時～午後４時
■場　所　中央公民館２０５号室
■問い合わせ先　産業観光課　�（４８）１１１１（内２３４）
※　知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
　月曜日～金曜日　午前９時～午後４時３０分　�（２３）３３００
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元気はつらつ体力テスト

�

　７月１日を調査日として「経済
センサス－基礎調査および商業統
計調査」が同時に実施されます。
６月下旬から「調査員証」を携帯
した調査員（愛知県知事任命）が
伺いますのでご協力ください。
　調査は全国すべての事業所およ
び企業が対象です。統計調査の結
果は、国や都道府県などが、これ
からの行政を考える重要な基礎資
料として活用されます。
　調査票が届きましたらご記入を
お願いします。

�

政策協働課調査広報係
�（４８）１１１１（内２０４）

�

関　均　様
　循環バス事業のため、町へ現金
１０万円をご寄付いただきました。
竹内解男　様
　草木保育園へ砂場用に川砂をご
寄付いただきだきました。
竹内富久恵　様
　草木保育園へお菓子をご寄付い
ただきました。

●経済センサス－基礎調査および
　商業統計調査にご協力ください

問い合わせ先

●ご寄付ありがとうございます

草木厄歳会　様
　草木保育園へ絵本をご寄付いた
だきました。
坂部厄歳会　様
　城山保育園へ絵本をご寄付いた
だきました。

　土曜日に体力テストの取材で南部小学校へ。
老若男女が和やかな雰囲気で体力テストに参加

していました。そんな中お年寄りの方の真剣な表情が爽やかでした。い
くつになっても真剣な表情はすてきです。そんな表情に触発され、体力
テストに参加！気持ちだけが先走り、体がついてきません。結果は散々
…。表情だけは真剣（苦しそう）だったと思います。日曜日は体中が筋肉
痛。そして月曜日は、もっと筋肉痛。つらい一週間となりました。

編集後記


